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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要は以下のとおりであります。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役会規程・監査役会規程の見直しを行い役員の倫理に関する不足事項があれば改定
し、必要に応じ弁護士を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役
の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナン
ス体制を強化する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
　取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限基準に基づいて決裁した
文書等、取締役の職務執行に係る情報は、法令ならびに文書管理規程の定めるところによ
り、文書または電磁的媒体に記録し、検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要
に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

（３）当社及び当社子会社のリスク（損失の危険）の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループは、業務執行のリスクとして、以下イからハのリスクを認識し、その把握
と管理についての体制を整えることとする。

　 イ．事業を遂行する上でのリスク
　 ロ．事業体制についてのリスク
　 ハ．投融資等についてのリスク
② 当社グループのリスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスクについて
管理責任者を設定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生し
た場合は、各社の社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び弁護士等
を含む外部アドバイザリーチームを編成し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれ
を最小限に止める体制を整える。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基礎として、取締
役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の
経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営会議において議論を行
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い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
② 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程において、それぞれの責
任、執行手続きの詳細について定めることとする。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本理念を定め、内部統制シス
テムの構築・維持・向上を推進するとともに、その組織として内部監査室を強化する。

② 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての
社内報告体制として、社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行
うこととする。

③ 監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めたとき
は、意見を述べるとともに、改善案の策定を求めることができるものとする。

（６）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、関係会社管理規程に基づき、対象となる子会社の事業運営について、その自主
性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項及び当社に対する報告事項等を明確に
し、その執行状況をモニタリングする。取締役は、子会社において、不正行為又は法令
及び当該子会社の定款、社内規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上
疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長及び取締役会並びに監査役に報告す
る。

② 子会社は、当社による経営管理、経営指導において、不正行為又は法令及び定款、社内
規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場
合、当社コンプライアンス委員会又は内部監査室に報告するものとする。同委員会は、
直ちに意見等を付して代表取締役社長及び取締役会並びに監査役にこれを報告する。監
査役は、これにつき意見を述べるとともに、その改善を求めることができる。

（７）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項

① 監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室員から監査役補助者を任命できる
こととする。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異
動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、
取締役からの独立を確保するものとする。
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② 監査役補助者に任命された者は業務の執行にかかる職務を兼務しないこととする。

（８）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及
び報告者に対する不利な取り扱いを禁止する体制

① 内部監査規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役及び使用人は当社の業務又
は業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとする。前記
に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めるこ
とができることとする。

② 社内通報規程の定めに従い、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コ
ンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

③ 当社は、監査役又は監査役会に上記①又は②の報告を行った者に対し、社内通報規程に
基づき、報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止することとする。

（９）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の償還請求に応じることと
する。

（10）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよ
う、次の取組みを行う。

① 実効的な監査が行われるようにするため、監査役は、監査役会への出席に際し、事前に
付議事項について報告を受けることとする。また、監査役は、当会社の重要会議に出席
するほか、協議・決定された社長決裁（稟議）事項及び報告事項について書類を閲覧
し、報告を受けることとする。

② 当社は、監査役監査基準を制定し、監査役の職責と心構えを明らかにするとともに、監
査体制のあり方並びに監査に当たっての基準及び行動の指針を定めるものとする。ま
た、監査役会に関しては、監査役会規程を制定し、招集等の手続き、監査報告書の作成
要領、決議・報告・協議を要する事項等、監査役会に関する事項についての定め、その
適正な運営及び審議の充実を図るものとする。

③ 監査役は、取締役との定期的な協議、内部統制事務局及び内部監査部門との意見交換等
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を通じて、執行部門との意思疎通を十分に図るものとする。
　
（11）反社会的勢力排除のための体制

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、会社組織と
して毅然とした姿勢で臨み、不当・不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を
遮断することとする。
　反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明らかにするため、リス
ク管理規程において、これを明確にリスクとして記載し対応担当部門を明らかにする。警
察当局、関係団体などと十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収
集するとともに組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。
　

（12）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の具体的な取り組み
を行っております。
① 当社は、取締役会を毎月開催し、各子会社における職務の執行状況の報告を受け、取締
役及び監査役との情報共有並びに当社グループ全体の経営管理を行っております。

② 当社は、コンプライアンス委員会を四半期に１度開催し、コンプライアンス上のリスク
等について情報の共有を行っております。

③ 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部監査室が当社グループの内部監査を実
施しております。

④ 内部監査室が内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
　

（2020
2021

年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
　

株主資本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

当 期 首 残 高 932,808 399,516 △608,867 △59,918 663,539 10,297 673,837

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 50,322 50,322 100,645 100,645

親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △178,196 △178,196 △178,196

自己株式の取得 △256 △256 △256

自己株式の処分 347 481 829 829

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △1,357 △1,357

連結会計年度中の変動額合計 50,322 50,670 △178,196 225 △76,978 △1,357 △78,335

当 期 末 残 高 983,131 450,186 △787,063 △59,692 586,561 8,939 595,501
　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結の範囲に関する事項
　 連結子会社の数及び名称
　 連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 株式会社フェヴリナ
　 株式会社Ｃｕｒｅ

株式会社ＨＡＣＣＰジャパン
合同会社アロマ
第３四半期連結会計期間より、新たに設立した合同会社アロマを連結の範囲に含め
ております。

　
（２）持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。
　

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項
　 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
　
（４）会計方針に関する事項
　 ① 重要な資産の評価基準及び評価方法
　 たな卸資産

・商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）

・原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）

　 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　 イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得する建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～15年
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　 ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・顧客関連資産 13年の定額法によっております。
・のれん ５～13年間の定額法によっております。
ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。残存価額につ

いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額
とし、それ以外のものは零としております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度
負担額を計上しております。

ハ．返品調整引当金 連結会計年度末日後の返品による損失に備えるため、返品見込額に対す
る売上総利益相当額を計上しております。

ニ．株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理
的に見積り計上しております。

　 ④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　
２．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度
から適用し、連結注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
　（株式会社Ｃｕｒｅにおける国内卸売事業の固定資産の減損）
　当社の連結子会社である株式会社Ｃｕｒｅの国内卸売事業に係る固定資産につきまして、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響などによる外部環境の変化を考慮して将来の回収可能性を検討した結果、同社に関す
る顧客関連資産の一部について減損損失を計上いたしました。

（１）当連結会計年度の連結財務諸表における関連する金額
有形固定資産 703千円
無形固定資産 217,536千円
減損損失 87,987千円

（２）その他の見積りの内容に関する理解に資する情報
　 ① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

同社は、販売エリア単位や顧客単位で資産のグルーピングを行っております。
　 イ.減損の兆候の識別

　株式会社Ｃｕｒｅの国内卸売事業は継続して営業損失を計上していることから、減損の兆候が生じて
いると判断しました。
ロ.減損損失の認識・測定
　減損の兆候があると識別された資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引
前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価格（加重平均資
本コストを割引率とした使用価値）まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

② 主要な仮定
　割引率につきましては、当社のデータを参考とした加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）によっておりま
す。
　将来キャッシュ・フローの見積りに使用される前提は、事業計画に基づいております。
新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を見通すことは困難ではありますが、新型コロナウイル
ス感染症の影響については、当連結会計年度と同様の状況が2022年９月期まで継続し、その後ワクチン
の普及等とともに2023年９月期より収束に向かうものと仮定し、新型コロナウイルス感染症の影響が生
じる前の売上高の一定割合まで、緩やかに回復するものと仮定して算定しております。

　③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　同社は、当該会計上の見積り及び見積りに用いた仮定については当連結会計年度末現在において入手可
能な情報に基づいており、割引前将来キャッシュ・フローの見直しが必要となった場合にはさらなる減損
が発生する可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（１）担保に供している資産及び担保に係る債務
　 ① 担保に供している資産

定期預金 50,063千円
　 ② 担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 50,063千円
　 計 50,063千円

　
（２）有形固定資産の減価償却累計額 128,721千円

（３）保証債務
次の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
クレイトン・ダイナミクス株式会社 82,000千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項
　

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普 通 株 式 7,175,570株 202,100株 ―株 7,377,670株

　（変動事由の概要）
新株予約権権利行使による増加 202,100株

（２）剰余金の配当に関する事項
　 ① 配当金支払額等
　 該当事項はありません。
　 ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　 該当事項はありません。

（３）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
　 種類及び数
　 普通株式 1,640,600株

　

６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、事業計画に照らして、必要な資
金を銀行借入により調達しております。
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　売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内規程に沿ってリスク低減を図っております。借入金の使途はグ
ループの運転資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

（２）金融商品の時価等に関する事項
　2021年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

　

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

① 現金及び預金 820,209 820,209 ―

② 受取手形及び売掛金 175,722 175,722 ―

資産計 995,932 995,932 ―

① 買掛金 101,011 101,011 ―

② 短期借入金 300,000 300,000 ―

③ 長期借入金 ※ 491,491 488,466 △3,024

④ リース債務 1,001 1,001 ―

⑤ 長期リース債務 1,456 1,408 △48

負債計 894,960 891,887 △3,072
　

※ １年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

　金融商品の時価算定方法
　資産
　 ① 現金及び預金 並びに②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

　
　負債
　 ① 買掛金、② 短期借入金及び④ リース債務

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

　 ③ 長期借入金及び⑤ 長期リース債務
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。
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７．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 81円60銭
（２）１株当たり当期純損失 24円94銭

８．重要な後発事象に関する注記
（連結子会社の吸収合併）
　当社は、2021年10月８日開催の取締役会において、2022年１月１日を効力発生日として、当社の連
結子会社である株式会社フェヴリナ及び合同会社アロマを、吸収合併することを決議いたしました。
なお、本合併は第19期定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

１．取引の概要
　（ⅰ）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業（存続会社）
名 称：株式会社フォーシーズホールディングス
事業内容：純粋持株会社

被結合企業（消滅会社）
名 称：株式会社フェヴリナ
事業内容：化粧品及び健康食品の通信販売事業
名 称：合同会社アロマ
事業内容：アロマ及び雑貨の小売、卸売

　（ⅱ）企業結合日
2022年１月１日（予定）

　（ⅲ）企業結合の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社フェヴリナ及び合同会社アロマは合併により

解散いたします。
　（ⅳ）結合後企業の名称

株式会社フォーシーズホールディングス（予定）
　（ⅴ）その他取引の概要に関する事項

本合併は、当社グループ内の事業部門・事業会社間の横断的連携を図り、より効率的かつ効果的な運
営体制の構築し、意思決定の迅速化を実現することを目的としております。
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　２．実施する会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号2019年１月16日）に基づき、共
通支配下の取引として処理する予定であります 。
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株主資本等変動計算書
　

（2020
2021

年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利
益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 932,808 398,129 1,387 399,516 919 △620,696 △619,776 △59,918 652,630

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 50,322 50,322 50,322 100,645

当期純損失（△） △129,475 △129,475 △129,475

自己株式の取得 △256 △256

自己株式の処分 347 347 481 829

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 50,322 50,322 347 50,670 ― △129,475 △129,475 225 △28,256

当 期 末 残 高 983,131 448,452 1,734 450,186 919 △750,171 △749,252 △59,692 624,373
　

新株
予約権

純資産
合計

当 期 首 残 高 10,297 662,927

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 100,645

当期純損失（△） △129,475

自己株式の取得 △256

自己株式の処分 829

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △1,357 △1,357

事業年度中の変動額合計 △1,357 △29,614

当 期 末 残 高 8,939 633,313
　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得する

建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ４～15年

（３）引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理
的に見積り計上しております。

（４）消費税等の会計処理
　 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から
適用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式並びに関係会社出資金及び関係会社貸付金の評価）

（１）当事業年度計上額
関係会社株式 50,000千円
関係会社出資金 ―千円
関係会社株式評価損 8,900千円
関係会社出資金評価損 1,000千円
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 36,221千円
関係会社長期貸付金 885,164千円
貸倒引当金 351,108千円
関係会社貸倒引当金繰入額 137,582千円

（２）その他の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
　関係会社株式及び関係会社出資金については市場価額がないことから、当該会社の財政状態の著しい
悪化により実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、実質価額が概ね5年以内に取得原価
まで回復することを十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額処理を行うことと
しております。
また、財政状態が著しく悪化した関係会社に対する貸付金については、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額について貸倒引当金を計上しております。
当事業年度において実質価額が取得価額に比べ50％以上下落した関係会社は債務超過であり、関係会
社株式及び関係会社出資金を全額減損処理し、債務超過の関係会社に対する貸付金については債務超過
相当額を貸倒引当金に計上しております。
なお、連結財務諸表において顧客関連資産の減損損失87,987千円を計上した株式会社Ｃｕｒｅに対
する関係会社株式50,000千円については、同社の実質価額が取得価額に比べ50％以上下落していない
ため取得価額で計上しており、同社に対する貸付金について貸倒引当金を計上しておりません。

② 翌事業年度の計算書類に与える影響
関係会社の財政状態がさらに悪化した場合には、翌事業年度において新たな株式の減損処理や貸付金
に係る貸倒引当金を計上する可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
（１）担保に供している資産及び担保に係る債務
　 ① 担保に供している資産

定期預金 50,063千円
　 ② 担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 50,063千円
　

（２）保証債務
次の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
株式会社Ｃｕｒｅ（子会社） 100,005千円
クレイトン・ダイナミクス株式会社 82,000千円

（３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 3,596千円
短期金銭債務 1,166千円

　
（４）有形固定資産の減価償却累計額 16,482千円

　
　

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 306,000千円
営業取引以外の取引による取引高 9,924千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
　 自己株式の種類及び数
　

株式の種類 当事業年度期首
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普 通 株 式 190,380株 560株 1,530株 189,410株
　（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 560株
単元未満株式の売却による減少 30株
新株予約権行使による減少 1,500株

　
　
７．税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　 （繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 63,831千円
関係会社株式評価損 159,787千円
貸倒引当金 106,947千円
その他 19,108千円
　繰延税金資産小計 349,674千円
評価性引当額 △346,791千円
　繰延税金資産合計 2,883千円

　 （繰延税金負債）
建物造作物（資産除去債務） △4,526千円
その他 ―千円
　繰延税金負債合計 △4,526千円
　 繰延税金負債の純額 △1,642千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
　（単位：千円）

　

種類 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 株式会社
フェヴリナ

所有
　直接
　100％

経営指導
資金の援助
役員の兼任

経営指導料等
の受取（注）
１

201,600 － －

貸付金の回収
（注）２ 13,333

関係会社
長期貸付金
（注）２

431,666

利息の受取
（注）２ 3,983 － －

子会社 株式会社
Ｃｕｒｅ

所有
　直接
　100％

経営指導
資金の援助
債務保証

経営指導料等
の受取（注）
１

67,200 － －

貸付金の回収
（注）２ 35,505

１年内回収予
定の関係会社
長 期 貸 付 金
（注）２

36,221

利息の受取
（注）２ 3,545

関係会社
長期貸付金
（注）２

103,497

銀行借入に対
する債務保証
（注）３

100,005 － －

子会社
株式会社
ＨＡＣＣＰジャ
パン

所有
直接
98％

経営指導
資金の援助
役員の兼任

経営指導料等
の受取（注）
１

13,200 － －

貸付金の回収
（注）２ ―

関係会社
長期貸付金
（注）２

150,000

利息の受取
（注）２ 1,386 － －

子会社 合同会社アロマ
所有
直接
100％

経営指導
資金の援助
役員の兼任

経営指導料等
の受取（注）
１

24,000 － －

貸付金の回収
（注）２ ―

関係会社
長期貸付金
（注）２

200,000

利息の受取
（注）２ 1,008 － －
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．経営指導料等に関しては、毎期交渉の上決定しております。

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入
れておりません。

３．当社は、株式会社Ｃｕｒｅの銀行借入に対して債務の保証を行っております。なお、保証料は受取っ
ておりません。　

　

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 86円86銭
（２）１株当たり当期純損失 18円12銭
　
　

10．重要な後発事象に関する注記
　 （連結子会社の吸収合併）
　当社は、2021年10月８日開催の取締役会において、2022年１月１日を効力発生日として、当社の連結子
会社である株式会社フェヴリナ及び合同会社アロマを吸収合併することを決議いたしました。
　なお、詳細につきましては、連結計算書類「連結注記表 ８．重要な後発事象に関する注記」に記載のとお
りであります。
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